
 

 

平成 20 度 

宅地建物取引主任者資格模擬試験 PART1 

問    題 

 次の注意事項をよく読んでから、始めてください。 

 (注意事項) 

   １ 問   題 

   問題は、１ページから２６ページまでの５０問です。 

   試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。 

   落丁や乱丁があった場合は、直に申し出てください。 

   ２ 解   答 

   解答は、「PDF 版の解答方法」に従って、ご連絡ください。 

   正解は、各問題とも一つだけです。 

   二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。 

   ３ 適用法令 

   問題中法令に関する部分は，平成２０年４月１日現在施行されている規

定に基づいて出題されています。 

 

 

 

Deerbell 

この参考例は、平成 14 年

度の宅建試験問題の問 1
から問 4 です。ページ数

も 1 ページから 2 ページ

です。 
答えは、順に問１：４，

問２：1，問３：３，問４：

２です。 
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【問 1】 ＡがＢの欺罔行為によって、Ａ所有の建物をＣに売却する契約をした場合に

関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのものはどれか？ 

１ Ａは，Ｂが欺罔行為をしたことを，Ｃが知っているときでないと，売買契約の取消

しをすることができない。 

２ ＡがＣに所有権移転登記を済ませ，ＣがＡに代金を完済した後，詐欺による有効な

取消しがなされたときには，登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。 

３ Ａは，詐欺に気が付いていたが，契約に基づき，異議を留めることなく所有権移転

登記手続をし，代金を請求していた場合，詐欺による取消しをすることはできない。 

４ Ｃが当該建物を，詐欺について善意のＤに転売して所有権移転登記を済ませても，

Ａは詐欺による取り消しをして，Ｄから建物の返還を求めることができる。 

 

 

【問 2】 ＡがＢの代理人としてＣとの間で，Ｂ所有の土地の売買契約を締結する場合

に関する次の記述のうち，民法の規定によれば，正しいものはどれか。  

１ Ｂは，Ａに対してＣとの間の売買契約を委任したが，Ａが，ＤをＣと勘違いした要

素の錯誤によってＤとの間で契約した場合，Ａに重過失がなければ，この契約は無効で

ある。 

２ Ｂが，ＡにＢ所有土地を担保として，借金をすることしか頼んでいない場合，Ｃが

Ａに土地売却の代理権があると信じ，それに正当の事由があっても，ＢＣ間に売買契約

は成立しない。 

３ Ｂは未成年者であっても，Ａが成年に達した者であれば，Ｂの法定代理人の同意又

は許可を得ることなく，Ａに売買の代理権を与えて，Ｃとの間で土地の売買契約を締結

することができ，この契約を取消すことはできない。 

４ ＡがＢに無断でＣと売買契約をしたが，Ｂがそれを知らないでＤに売却して移転登

記をした後でも，ＢがＡの行為を追認すれば，ＤはＣに所有権取得を対抗できなくなる。 
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【問 3】 売主Ａ・買主Ｂ間の建物売買契約（所有権移転登記は行っていない。)が解

除され，建物の所有者Ａが，Ｂ居住の建物をＣに売却して所有権移転登記をした場合に

関する次の記述は，民法の規定及び判例によれば，正しいものはどれか。 

１ Ａが，Ｂに対して建物をＣのために占有することを指示し，Ｃがそれを承諾しただ

けでは，ＡがＣに建物を引き渡したことにはならない。 

２ Ｂが建物占有中に，地震によって玄関のドアが大破したので修繕し，その費用を負

担した場合でも，ＢはＣに対してその負担額の償還を請求することはできない 

３ Ｂは，占有中の建物の一部をＤに使用させ賃料を受領した場合，その受領額をＣに

償還しなければならない。 

４ Ｃが暴力によって，Ｂから建物の占有を奪った場合，ＢはＣに占有回収の訴えを提

起できるが，ＣはＢに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴する

ことはない。  

 

 

【問 4】  Ａは，自己所有の甲土地の一部につき，通行目的で，隣地乙土地の便益に

供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を，乙土地所

有者Ｂと締結した。この場合，民法の規定及び判例によれば，次の記述のうち正しいも

のはどれか。  

１ この通行地役権の設定登記をしないまま，Ａが，甲土地をＣに譲渡し，所有権移転

登記を経由した場合，Ｃは，通路として継続的に使用されていることが客観的に明らか

であり，かつ，通行地役権があることを知っていたときでも，Ｂに対して，常にこの通

行地役権を否定できる。 

２ この通行地役権の設定登記を行った後，Ｂが，乙土地をＤに譲渡し，乙土地の所有

権移転登記を経由した場合，Ｄは，この通行地役権が自己に移転したことをＡに対して

主張できる。 

３ Ｂは，この通行地役権を，乙土地と分離して，単独で第三者に売却することができ

る。 

４ Ｂが，契約で認められた部分ではない甲土地の部分を，継続かつ表現の形で，乙土

地の通行の便益のために利用していた場合でも，契約で認められていない部分について

は，通行地役権を時効取得することはできない。  


